
ａｕでんきポイントで割引規約 

 

第１条(本規約の適用) 

  ＫＤＤＩ株式会社(以下「ＫＤＤＩ」といいます。)及び沖縄セルラー電話株式会社(以下ＫＤＤＩと

併せて「当社」といいます。)は、このａｕでんきポイントで割引規約(以下「本規約」といいます。)

に基づき、ａｕでんきポイントで割引(以下「本施策」といいます。)を実施します。 

２ 本規約で使用する用語の意義は、本規約に別段の定めがある場合を除き、ａｕでんき需給約款、ａ

ｕでんき供給約款(関西電力・ＫＤＤＩ）、ａｕでんき供給約款(中国電力・ＫＤＤＩ)、ａｕでんき供

給約款(北陸電力・ＫＤＤＩ) 、ａｕでんき供給約款(中部電力・ＫＤＤＩ) (以下併せて「ａｕでんき

約款」といいます。)、当社のａｕ(ＬＴＥ)通信サービス契約約款、当社のａｕ(ＷＩＮ)通信サービス

契約約款、当社のポイントプログラム利用規約(以下「ポイント規約」といいます。)及びＫＤＤＩの

ＦＴＴＨサービス契約約款に定めるところによります。 

３ 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本施策の実施に係る条件等は、変更後の本

規約によるものとします。なお、本規約の変更は、変更後の本規約を当社の指定するＷＥＢサイトに

掲載することにより行います。 

４ 本規約本文のほか、当社が定める本施策に関する諸規程(当社が別にＷＥＢサイト等において公表す

るご利用条件等を含みますが、これらに限られません。以下「諸規程」といいます。)は、本規約の一

部を構成するものとします。 

５ 本規約本文と諸規程との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規程を優先して適用するものとし

ます。 

 

第２条(本施策の概要) 

  本施策は、ａｕでんきサービス(ａｕでんき約款に基づき提供される電気の供給等のサービスをいい

ます。以下同じとします。)及びａｕサービス(ａｕ(ＬＴＥ)通信サービス又はａｕ(ＷＩＮ)通信サー

ビスをいいます。以下同じとします。）又はＦＴＴＨサービス(インターネットサービス及びＦＴＴＨ

電話サービスをいいます。以下同じとします。)を組み合わせて利用する場合に、本規約に定めるとこ

ろにより、ａｕでんきサービスの料金に応じ、ポイント会員(ポイント規約に定める会員をいいます。

以下同じとします。)に対してポイント規約に定めるＷＡＬＬＥＴ ポイント(以下「本ポイント」とい

います。)その他特典を提供することをその内容とします。 

 

第３条(申込み) 

  本施策に基づく本ポイント等の特典の提供を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約

を承諾の上、当社が別に定めるところにより当社に申込みを行うものとします。 

 

第４条(契約の成立) 

  当社は、前条の申込みが次の各号に定める条件のすべてを満たす場合、これを承諾するものとし、

かかる承諾の日において、当社と申込者との間で本施策に基づく本ポイント等の特典の提供を受ける

ための契約(以下「本件契約」といいます。)が成立するものとします。なお、１のａｕでんきサービ



スに係る契約(以下「ａｕでんき契約」といいます。)につき、１の本件契約が成立するものとします。 

 （１）申込者が、ａｕでんき契約を締結していること又はａｕでんき契約の申込みを行っていること(そ

の申込みが承諾されない場合を除きます。)。 

 （２）申込者が、ａｕでんきサービスと組み合わせて利用する１のａｕサービスに係る契約者回線又

はＦＴＴＨサービスに係るＦＴＴＨ接続回線(以下併せて「対象契約者回線」といいます。)を、

当社所定の方法により指定すること。 

 （３）前号で指定された対象契約者回線が、次の各号に定める条件の全てを満たしていること。 

   ア 本件契約の申込みの時点で、その対象契約者回線について、現にａｕサービスの提供を受け

ていること又はＦＴＴＨサービスの提供を受けていること若しくはＦＴＴＨサービスに係る契

約の申込みを行っていること(その申込みが承諾されない場合を除きます。)。 

   イ その対象契約者回線の契約者が、法人でないこと。 

   ウ その対象契約者回線の契約者の住所が、申込者の住所と同一であること。 

   エ その対象契約者回線の契約者が、申込者と同一であるか、申込者の家族(当社所定の基準を満

たすものに限ります。)であること。 

   オ その対象契約者回線の契約者が、ポイント会員の資格を有すること、又はポイント会員の資

格を有する見込みがあると当社において判断されること。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、当社は、業務遂行上支障があるとき又はその他当社が不適当と判断し

たときは、前条に基づく申込者の申込みを承諾しないものとします。 

 

第５条(本ポイントの付与） 

  当社は、前条に従って本件契約が成立した場合、その本件契約に係る申込者(以下「本件契約者」と

いいます。)の契約するａｕでんきサービスに係る料金(以下「本件電気料金」といいます。)に応じ、

次項の定めに従って算出した金額１円につき１ポイントの本ポイント(以下「本件付与ポイント」とい

います。)を、その指定された本件契約に係る対象契約者回線の契約者に付与します。なお、本件付与

ポイントの付与は、本件契約の成立日が属する月の翌月以降に請求する本件電気料金について行いま

す。 

２ 当社は、ａｕでんき約款に定める料金の算定期間における本件電気料金のうち燃料費調整額、再生

可能エネルギー発電促進賦課金、消費税及び地方消費税相当額を除いた額(以下「本件対象額」といい

ます。)に応じて、本件対象額に下表の還元率（以下「還元率」といいます。）を乗じることにより得

られた金額に基づき、前項の定めに従い本件付与ポイントのポイント数を算出します。なお、当該算

出にあたり、１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

本件対象額 還元率 

５，０００円未満 １％ 

５，０００円以上８，０００円未満 ３％ 

８，０００円以上 ５％ 

 

３ 対象契約者回線の契約者に対する本件付与ポイントの付与は、その本件電気料金に係る請求月の月

末までに行います。なお、本件付与ポイントの付与時点で、対象契約者回線の利用に係る契約と紐付



けて管理されているａｕ ＩＤ(ＫＤＤＩが別に定めるＩＤ利用規約に基づき付与するものをいいます。

以下同じとします。)が有効でない場合は、当社は、本件付与ポイントの付与の実施を要しないものと

し、当該付与に係る当社の債務は消滅するものとします。 

 

第６条(対象契約者回線の変更) 

  本件契約者は、対象契約者回線の変更を希望する場合、当社が別に定める方法で当社に申し出るも

のとします。 

２ 本件契約者は、前項の申し出において、第４条第１項第３号ア乃至オに定める条件をすべて満たす

ａｕサービスに係る契約者回線又はＦＴＴＨサービスに係るＦＴＴＨ接続回線を新たな対象契約者回

線として指定するものとします。 

３ 前二項に定める他、当社は、対象契約者回線の契約者から第１項に定める申し出があった場合は、

本件契約者がその申し出を行ったものと見做して取り扱います。 

 

第７条(本件付与ポイントの減算等) 

  当社は、本件契約者が、本件電気料金又は当社の電気通信サービスその他のサービスに係る料金の

全部又は一部を支払わなかった場合、既に付与した本件付与ポイント数に相当するポイントを減算す

ることができるものとします。 

 

第８条(本件契約の終了) 

  本件契約者は、当社が別に定める方法で当社に申し出ることにより、本件契約を解約することがで

きるものとします。 

２ 前項に定める他、本件契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に終了するものとしま

す。 

 （１）本件契約者に係るａｕでんき契約が終了したとき。 

 （２）対象契約者回線のａｕサービスに係る契約又はＦＴＴＨサービスに係る契約が終了したとき。 

 （３）対象契約者回線について、利用権の譲渡があったとき。 

 （４）本件契約者に係るａｕでんき契約の名義変更等により、第４条第１項第３号ウに定める条件を

満たさなくなったとき。 

 （５）対象契約者回線の契約者がポイント会員の資格を喪失したとき。 

 （６）対象契約者回線の契約者とＫＤＤＩとの間のａｕ ＩＤの利用に係る契約が終了したとき。 

３ 前二項の定めにより本件契約が終了した場合、当社は、その終了日が属する月をもって、対象契約

者回線の契約者に対する本件付与ポイントの付与を終了します。但し、その本件契約の終了が前項第

１号の事由によるものである場合には、そのａｕでんき契約の終了日が属する月までの本件対象額に

係る本件付与ポイントを付与の対象とします。 

 

 

第９条(損害賠償) 

  当社は、本件契約に関して申込者又は本件契約者に生じた損害について、損害が発生した月に付与



された本件付与ポイント１ポイントを１円として算定された金額を上限として当該損害を賠償するも

のとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、当該上限を適用しないもの

とします。 

 

第１０条(権利義務の譲渡禁止) 

  本件契約者は、予め当社の書面による承諾を得た場合を除き、本件契約に係る権利義務の全部又は

一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。 

 

第１１条(顧客情報の取扱い) 

  当社は、本施策の実施に関して取得した申込者、本件契約者及び対象契約者回線の契約者に係る情

報について、本施策の実施に必要な範囲で利用する他、当社が別に公開するプライバシーポリシーに

従って取り扱います。 

 

第１２条(合意管轄) 

  本施策に係る紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第１３条(本サービスに関する疑義等) 

  本規約の解釈や本施策の適用について疑義が生じ、又は本規約に定めがない事項が生じた場合は、

当社が決定する内容に従って処理するものとし、申込者及び本件契約者は予めこれを承諾するものと

します。 

 

第１４条(本ポイントの付与に係る特約) 

  申込者が、２０１６年５月３１日までの期間に、ａｕでんき供給約款（関西電力・ＫＤＤＩ）に基

づきａｕでんきサービス（その契約種別が「でんきＭプラン（関西）」であるものに限ります。）の申

込みを行い、そのａｕでんき契約が成立した場合、本件対象額が８，０００円以上であることを条件

に適用する還元率を１２％に変更します。本項に定める前号の還元率の変更は、そのａｕでんきサー

ビスの利用開始日の属する月から起算して１２ヶ月の間に利用したａｕでんきサービスに係る本件対

象額について適用します。 

２ 当社は、第５条に定める本件付与ポイントのポイント数が５４ポイント未満の場合、同条の規定に

かかわらず、そのａｕでんきサービス(その契約種別が下表に定めるものを除きます。)の料金に係る

本件付与ポイントのポイント数を５４ポイントとします。本項に定める取扱いは、２０１６年１月２

０日から２０１６年３月３１日までの期間に、ａｕでんき約款に基づきａｕでんきサービスの申込み

を行った場合(２０１６年７月３１日までにそのａｕでんきサービスの利用を開始した場合に限りま

す｡)であって、そのａｕでんきサービスの利用開始日の属する月から起算して１２ヶ月の間に利用し

たａｕでんきサービスに係る本件付与ポイントのポイント数について適用します。 

 

契約種別 

でんきＭプラン（北海道）、でんきＬプラン（北海道）、でんきＭプラン（東北）、でんき



Ｌプラン（東北） 

３ 申込者が、２０１６年９月１日から２０１７年２月１３日までの間に、ａｕでんき約款に基づきａ

ｕでんきサービス（その契約種別が下表に定めるものに限ります。）の申込みを行い、そのａｕでんき

契約が成立した場合、本件対象額が８，０００円以上であることを条件に適用する還元率を１０％に

変更します。本項に基づく還元率の変更は、そのａｕでんきサービスの利用開始日の属する月の翌月

から起算して３ヶ月の間に利用したａｕでんきサービスに係る本件対象額について適用します。 

契約種別 

でんきＭプラン（東京）、でんきＬプラン（東京）、でんきＭプラン（中部）、でんきＬプ

ラン（中部）、でんきＭプラン（関西）、でんきＭプラン（中国） 

 

第１５条（本ポイントの付与に係る特約２（auでんきポイントで割引＋ガス）） 

本件契約者（当該本件契約者がその契約種別がａｕでんき供給約款（関西電力・ＫＤＤＩ）で定め

る「でんきＭプラン（関西）」（以下「でんきＭプラン（関西）といいます。」）であるａｕでんきサー

ビス並びに関西電力株式会社（以下「関西電力」といいます。）のガス供給条件及び関電ガスなっトク

プランｆｏｒ ａｕ （主契約料金表）で定める関電ガス なっトクプラン ｆｏｒ ａｕ（以下「関電ガ

ス ｆｏｒ ａｕ」といいます。）の双方をご利用する場合に限ります。）が、当社が別に定めるところ

により当社に申込み（以下「本オプション申込」といいます。）を行い、当社がこれを承諾した場合、

当社は、第５条の定めにかかわらず、還元率を本条第３項に定める値に変更します。 

２ 当社は、本オプション申込が、次の各号に定める条件のすべてを満たす場合、これを承諾するもの

とします。 

（１）本件契約が現に有効に存続していること。 

（２）関電ガスｆｏｒ ａｕに関西電力が電気セット割引（特約料金表）で定める電気セット割引が適

用されていること。 

（３）関電ガス ｆｏｒ ａｕの需要場所と同一の需要場所において、関電ガス ｆｏｒ ａｕの契約名

義と同一名義によりａｕでんきサービス（但し、その契約種別がでんきＭプラン（関西）である

ものに限ります。）が利用されていること。 

３ 当社が本オプション申込を承諾した場合、還元率は以下のとおりとします。ただし、本件ポイント

が付与される日の属する月において、でんきＭプラン（関西）又は関電ガス ｆｏｒ ａｕの双方又は

いずれか一方につき料金の請求（関電ガス ｆｏｒ ａｕの請求には関西電力が算定する基本料金また

は従量料金が含まれるものとします）が行われない場合、当該月に付与される本件ポイントの算出に

おいては、本項に定める還元率を適用しないものとします。なお、当該算出にあたり、１円未満の端

数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

本件対象額 還元率 

２，５００円未満 
本件対象額に１．５％を乗じた額に 

５１ポイントを加算した額 

２，５００円以上６，０００円未満 
本件対象額に５％を乗じた額に 

５１ポイントを加算した額 



６，０００円以上 
本件対象額に６％を乗じた額に 

５１ポイントを加算した額 

 

  



附則 

(適用期日) 

 本規約は、２０１７年８月２９日から適用します。 

 

附則 

(適用期日) 

 本改正規定は、２０１７年１１月８日から適用します。 

 

附則 

(適用期日) 

 本改正規定は、２０１８年４月１２日から適用します。 

 

附則 

(適用期日) 

 本改正規定は、２０１８年７月１日から適用します。 

 

附則 

(適用期日) 

 本改正規定は、２０１８年９月３日から適用します。 


